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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

       



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県次期給与管理システム構築業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム課システム開発・集中化担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成30年７月17日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社高知電子計算センター 高知県高知市本町４丁目１番16号 

５ 落札金額 

  410,400,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成30年５月22日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
法
第
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

朝
霞
市
膝
折
町
二
丁
目
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
市
膝
折
町
二
丁
目
九
番
十
八
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
ド
イ
ト
株
式
会
社 

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
コ
レ
株
式
会
社 

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
ド
イ
ト
株
式
会
社 

午
前
六
時
十
五
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
コ
レ
株
式
会
社 

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 
 
 
 
 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 
埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

バ
ナ
ー
ズ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
本
庄
二
丁
目
三
番
地
六
号
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
四
〇
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
七
一
台 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
六
〇
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
九
四
台 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

五
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

四
五
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

廃
棄
物
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

六
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

四
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
二
時 

株
式
会
社
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
ビ
バ 

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時 

そ
の
他
の
小
売
業
者 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
二
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
ビ
バ 

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
 

 

そ
の
他
の
未
定
の
小
売
業
者 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
第
一
駐
車
場 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
二
時
三
十
分 

 
 

 
 

 

第
二
駐
車
場 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 



（
変
更
後
）
駐
車
場
① 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

駐
車
場
② 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
二
時
三
十
分 

 
 

 
 

 

屋
上
駐
車
場
③ 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

五
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

五
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
八
月
三
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

狭
山
都
市
計
画
区
域
区
分 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

狭
山
市
柏
原
、
大
字
上
広
瀬
、
大
字
下
広
瀬
、
大
字
根
岸
及
び
広
瀬
台
三
丁
目
の
各
一
部 

 

ロ 

市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

な
し 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
、
狭
山
市
都
市
建
設
部 

 

都
市
計
画
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
二
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 

狭
山
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
一
号
東
京
狭
山
線
、
三
・
四
・
四
号
熊
谷
入
間
線
及
び
三
・

四
・
二
十
号
狭
山
飯
能
線 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

（
三
・
三
・
一
号
東
京
狭
山
線
） 

 

イ 

追
加
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

狭
山
市
柏
原
字
下
双
木
及
び
大
字
根
岸
字
大
道
東
の
各
一
部 

 

ロ 

削
除
す
る
土
地
の
区
域 

 

狭
山
市
大
字
根
岸
字
大
道
東
及
び
大
字
上
広
瀬
字
西
久
保
の
各
一
部 

 
 

（
三
・
四
・
四
号
熊
谷
入
間
線
） 

 

イ 

追
加
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

狭
山
市
大
字
根
岸
字
三
王
塚
、
字
東
久
保
、
字
大
道
東
及
び
大
字
上
広
瀬
字
西
久
保
の
各 

 
 

一
部 

 

ロ 

削
除
す
る
土
地
の
区
域 

 

な
し 

 
 

（
三
・
四
・
二
十
号
狭
山
飯
能
線
） 

 

イ 

追
加
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

狭
山
市
大
字
根
岸
字
中
道
通
、
字
田
木
前
、
字
大
原
、
字
三
王
塚
及
び
字
東
久
保
の
各
一 

 
 

部 

 

ロ 

削
除
す
る
土
地
の
区
域 

 

狭
山
市
大
字
根
岸
字
中
道
通
、
字
田
木
前
、
字
三
王
塚
及
び
字
東
久
保
の
各
一
部 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
、
狭
山
市
都
市
建
設
部 

都
市
計
画
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
二
日
ま
で 

 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

平
成
三
十
一
年
度
当
初
教
育
局
等
職
員
人
事
異
動
方
針
に
つ
い
て 

 

ロ 

平
成
三
十
年
度
教
育
功
労
者
及
び
優
良
教
育
施
設
・
団
体
表
彰
に
つ
い
て 

 

ハ 

平
成
三
十
年
度
優
秀
な
教
職
員
の
表
彰
に
つ
い
て 

 

ニ 

そ
の
他 
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